
余市町地域公共交通活性化協議会における地域公共交通確保維持改善事業の概要

年間輸送人数：34,700人
収益率：55％
行政負担額：3,900千円
バス事業者負担額：0千円
【車両減価償却費等国庫補助金の目標も同じ】

協議会開催状況生活交通確保維持改善計画の目標

令和7年度事業概要

１

事業実施の目的・必要性

本事業は、維持の難しくなった生活路線の輸送効率を改善し、「余市循
環線」として新規運行し、町民の生活交通手段を確保するものである。

運行系統名：余市循環線 運行区間：①余市循環線（登校便）：余市駅前→余市協会病院→余市紅志高校
②余市循環線（通常便）：余市駅前→余市協会病院→余市駅前
③余市循環線（下校便）：余市紅志高校→余市協会病院→余市駅前

運行回数：合計1,082回（①300.5回、②361回、③420.5回） 運賃：240円（法定協議運賃）＊小児運賃有り
【車両減価償却費等国庫補助】

地域公共交通の現況

・ＪＲ函館本線（余市駅）
・バス（高速４路線・幹線３路線・地域内

3路線（他町村２路線+余市循環線1路線）
・スクールバス（３路線）
・タクシー（１社）

R7年9月(書面) 第34回協議会を開催
主な協議事項：令和8補助年度地域公共交通計

画変更認定申請について

R8年1月(書面) 第35回協議会を開催
主な協議事項：地域公共交通確保維持改善

事業の事業評価



令和7年度事業の実施状況

１）プロセス、創意工夫

２

２）運行系統

【プロセス】
協議会の中から、特に本事業を専門に検討する分科会を設置し、町民意見をもとに検討を行い事業計画を策定した。
【創意工夫】
①R3に実証運行を実施②路線設計にあたって持続可能性の観点から長大路線とならないよう検討③幹線バスや鉄道との乗継の容易さに配慮

④生活路線であるため、住宅街の最寄りを運行したく、狭小な道路でも運行可能なように小型のバスを導入

【運行系統：
①余市循環線（登校便）

右図緑色＋赤色
②余市循環線（通常便）

右図緑色
③余市循環線（下校便）

右図青色＋緑色



３

３）利用実績

４）収入実績
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計9月8月7月6月5月4月3月2月1月12月11月10月年度

22,9451,7531,6992,2301,5741,9232,2841,8951,8251,8981,9532,1341,777R6補助年度

22,7301,6571,6231,9711,7741,7682,2991,6552,1621,8812,0211,9102,009R7補助年度

計9月8月7月6月5月4月3月2月1月12月11月10月年度

3,924,498283,510285,703380,722276,160334,506373,553335,826319,774327,074343,083364,290300,297R6補助年度

4,460,131337,099317,367401,601355,687364,685438,270343,430436,970385,944411,594324,944342,540R7補助年度



６）目標・効果達成状況

①余市循環線の年間輸送人数は目標値34,700人に対して22,730人であった。

②余市循環線の収益率55％に対して38.7%であった。

③余市循環線の行政負担額は目標値3,900千円に対して見込み値4,377千円

①に関しては、目標設定時に、運行路線を余市協会病院線から余市循環線に合理
的な短縮を図ったことによる停留所数減による減少率を加味していなかったことか
ら、過大な目標設定となっていたことに起因するものと考える。

②に関しては、目標値は達成していないものの、収入額は前年度対比113.6％となっ
ており、運賃改定による運賃収入が増加したことに起因する。

③に関しては、前年度よりも実際の収支不足に対する補助対象経費の割合が下
がったことにより自治体負担が増加となった。

④余市循環線のバス事業社負担額 0千円に対して見込み値0千円となり、目標値
は達成する見込みである。

車両減価償却費等国庫補助の目標・効果達成状況も①～③に同じ。

４

７）事業の今後の改善点

運輸局記載欄

①運行便数
登校便：平日２便、休日１便
通常便：平日１便、休日１便
下校便：平日３便、休日１便

いずれも当初計画通りの運行を実施
②運賃 法定協議運賃として計画通りに実施
③実施主体 計画通りの実施主体にて運行実施

他、周知活動として運行ダイヤチラシの配布を4月・12月
に 町内全戸配布。

５）事業実施の適切性

８）地方運輸局等における二次評価結果（案）

目標として設定しているバス事業者負担額については
達成しているものの、輸送人数や収益率の目標を達成
するためには、さらなる利用促進を図る必要がある。
今後はバス待ち空間など利用環境の向上や需要に則
した運行ダイヤの設定、新たなバスルートの検討を行
い、持続可能な公共交通としての確立を目指す。


